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　この度、４月１日付けの人事異動により、池袋労働基準監督署長
として着任いたしました若月と申します。よろしくお願い申し上げます。
　本年３月末までの２年間は、東京労働局労働基準部賃金課で地方最低賃金審議会運営の事
務局などの業務に従事しておりました。
　池袋労働基準監督署には平成２３年度から２年間勤務した経験がございます。
　一般社団法人池袋労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃より労働基準行政について、
格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　今年度、東京労働局では、「働く人と職場の未来のために TOKYO２０２６」をスローガ
ンとして、各施策を展開することとしております。その中にあって、労働基準行政において
は、主として
・最低賃金・賃金の引上げに向けた支援
・長時間労働の抑制
・死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進
・改正労働安全衛生法等の円滑な施行に向けた周知
・労災保険給付の迅速・適正な処理
を進めることとしています。
　池袋労働基準監督署におきましても、最低賃金や賃上げ支援策の周知、長時間労働の抑制
を主眼とした監督や説明会及び個別訪問等の支援、労働災害の撲滅と減少、４月１日に施行
された個人事業者等の安全衛生対策の推進に関する「混在作業場所における元方事業者等へ
の措置義務対象の拡大」や、「高年齢労働者の労働災害防止のための指針」など、改正労働
安全衛生法や関連指針等の周知、労災保険給付の迅速・公正な処理に努めて参ります。

着 任 の ご 挨 拶

池袋労働基準監督署

署長　   若月 知宏
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　また、化学物質等（メンタルヘルス対策、過重労働対策、石綿ばく露防止対策や、熱中症
対策などを含む）による健康障害防止対策についても、引き続き取組を進めて参ります。
　当署では、労働者の生命と健康を第一に考えて、様々な行政課題に的確に対応し、行政サ
ービスの向上に努めてまいりますので、これまでと変わらぬご支援、ご協力をお願いいたし
ます。
　結びに、池袋労働基準協会様の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、
着任のごあいさつとさせていただきます。
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　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産
業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図
ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で９９回目を迎えます。 
　この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力によ
り労働災害は長期的には減少しているところであるが、近年の労働災害については、死亡災害は
減少傾向にあるものの、休業４日以上の死傷災害は平成２１年以降、増加傾向が継続していま
す。 
　特に、高年齢労働者の増加等を背景として、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する
死傷災害が増加し続けており、また、死亡災害については、墜落・転落などによる災害が依然と
して後を絶たない状況になっています。 
　また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築く
ためには、令和５年３月に策定された第１４次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進する
ことが必要であり、計画年次４年目となる令和８年度においても、引き続き労使一丸となった取
組が求められます。 
　以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和８年度の全国安全週間は、以下の
スローガンの下、下記事項にご留意の上、積極的に安全衛生管理に取り組んでいただきますよう
お願いいたします。

令和８年度 全国安全週間の実施について
本 週 間　令和８年７月１日～７月７日　
準備期間　令和８年６月１日～６月３０日

　スローガン
「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」

令和８年度全国安全週間実施要綱（抄）

１ 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項 
　安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実
　施する。
　⑴ 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意
　　 識の高揚
　⑵ 安全パトロールによる職場の総点検の実施
　⑶ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等
　　 を通じた自社の安全活動等の社会への発信
　⑷ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の
　　 呼びかけ
　⑸ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
　⑹ 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施
２ 実施者が継続的に実施する事項
　全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週
　間以外についても、以下の事項を継続的に実施する。
　⑴ 安全衛生活動の推進
　　 ①  安全衛生管理体制の確立
　 　②  安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
　 　③  自主的な安全衛生活動の促進
　 　④  リスクアセスメントの実施
　 　⑤  その他の取組
　⑵ 業種の特性に応じた労働災害防止対策
　 　①  小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
　 　②  陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
　 　③  建設業における労働災害防止対策
　 　④  製造業における労働災害防止対策
　 　⑤  林業の労働災害防止対策
　⑶ 業種横断的な労働災害防止対策
　 　①  労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
　 　②  高年齢者に対する労働災害防止対策 
　 　③  外国人労働者に対する労働災害防止対策
　 　④  派遣労働者に対する労働災害防止対策
　 　⑤  特定自主検査の適正な実施
　 　⑥  交通労働災害防止対策
　 　⑦  熱中症予防対策
　 　⑧  個人事業者等を含めた災害防止対策
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●令和８年度　労働保険年度更新申告書受理・相談コーナーのご案内

　労働保険年度更新手続きは、６月２日（火）から7月１０日（金）までとなります。
池袋労働基準監督署での申告書受理・相談コーナーの開設は下記のとおりです。
期間内にお手続きいただきますようお願いいたします。

会　場 所在地

池袋労働基準監督署
４階会議室

豊島区池袋4-30-20
豊島地方合同庁舎
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～引き続き熱中症対策に心がけてください～
職場の「熱中症」を防ごう！

※件数は熱中症による死亡及び休業4日以上のもので、令和7年は令和8年1月末日時点の速報値です。
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東京労働局管内の熱中症による労働災害の発生状況
令和７年の死傷者数は、統計開始以降最多となっています。

ＳＴＯＰ！熱中症 （2026.3）

東京労働局・労働基準監督署
～トップが発信！ みんなで宣言 一人一人が「安全・安心」～

熱中症対策にご活用ください
暑さ指数の実況と予測 暑さ指数の計算方法

ロゴマークシール

ＳＴＯＰ！熱中症

応急手当カード

労働基準監督署の窓口等で配布しています。

職場における熱中症予防情報
（ポータルサイト）

動画で学ぶ
熱中症予防対策

自分でできる
熱中症予防

専門講師が解説
する講習動画

スポーツ活動中
熱中症予防

教育・研修用動画

厚生労働省では、毎年 5 月から 
9 月までの間
「stop! 熱中症クールワークキャン
ペーン」
を実施しています。

働く人の今すぐ使える熱中症ガイド

高年齢労働者を雇用し、対象の
労働者が補助対象の業務に就い
ている場合は、労働災害防止に
要する経費の一部を補助する制
度となります。

エイジフレンドリー補助金
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　⑴ 安全衛生活動の推進
　　 ①  安全衛生管理体制の確立
　 　②  安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
　 　③  自主的な安全衛生活動の促進
　 　④  リスクアセスメントの実施
　 　⑤  その他の取組
　⑵ 業種の特性に応じた労働災害防止対策
　 　①  小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
　 　②  陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
　 　③  建設業における労働災害防止対策
　 　④  製造業における労働災害防止対策
　 　⑤  林業の労働災害防止対策
　⑶ 業種横断的な労働災害防止対策
　 　①  労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
　 　②  高年齢者に対する労働災害防止対策 
　 　③  外国人労働者に対する労働災害防止対策
　 　④  派遣労働者に対する労働災害防止対策
　 　⑤  特定自主検査の適正な実施
　 　⑥  交通労働災害防止対策
　 　⑦  熱中症予防対策
　 　⑧  個人事業者等を含めた災害防止対策

　このたび、令和８年４月１日付けで池袋公共職業安定所長に着任いたしました田中でござい
ます。
　日頃からハローワークの業務運営に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、最近の雇用情勢を概観いたしますと、経済活動は持ち直しの動きを見せているものの、
原材料価格やエネルギー価格の高騰、急激な物価上昇、さらには国際情勢の不安定化などを背景
に、企業経営や雇用環境の先行きに対する不透明感は依然として強い状況にあります。
　その一方で、多くの産業分野において人手不足が一層深刻化しており、とりわけ、医療、介護、
保育、建設、警備、運輸分野等におきましては、人材確保の成否が事業の継続やサービス水準の
維持に直結する状況にあり、地域の雇用を支える中核機関としてハローワークがより主体的に人
材確保支援に取り組むことへの期待は、これまで以上に高まっているものと認識しております。
　こういった状況の中、ハローワークとしましては、所内に「人材確保・就職支援コーナー」を
設置し、企業や業界の魅力発信はもちろんのこと、求職者に選んでもらえる求人票の作成といっ
た企業向けのコンサルティングや就職面接会などのマッチング支援を積極的に実施しているとこ
ろです。
　さらに近年は、国民のいのちと暮らしを守るために必要不可欠な医療・福祉分野の人材不足が
大変深刻な状況にあることから、今年度は当該分野の人材確保対策を最重点事項に位置づけ、
「医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」としてアウトリーチによる求人充足支援を柱に取
り組むこととしています。
　このプロジェクトでは、所長である私自らが先頭に立って事業所を訪問し、人材確保に関する
課題やハローワークへのご要望を直接お伺いしているほか、求職者に対しては有資格者や経験者
に限らず、医療・福祉分野に関心のある方々に寄り添いながら、効果的にセミナー等各種イベン
トへの参加勧奨や求人情報提供を行うなど、当該分野への就職に向けた丁寧かつきめ細かな支援
を実施しています。
　まさにハローワークの総力を挙げ取り組んでおりますので、今後とも貴協会をはじめとする関
係機関の皆様との連携を一層強化し、地域の雇用を支える公的機関としての責務を着実に果たし
てまいる所存ですので、お力添えを賜りますようよろしくお願いいたします。
結びになりますが、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、ご多幸を祈念いたしまして、
着任の挨拶とさせていただきます。

着 任 の ご 挨 拶

ハローワーク池袋所

所長　   田中 憲二

令和 8 年４月１日付人事異動（基幹幹部職員）のお知らせ
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　全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産
業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図
ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で９９回目を迎えます。 
　この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力によ
り労働災害は長期的には減少しているところであるが、近年の労働災害については、死亡災害は
減少傾向にあるものの、休業４日以上の死傷災害は平成２１年以降、増加傾向が継続していま
す。 
　特に、高年齢労働者の増加等を背景として、転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する
死傷災害が増加し続けており、また、死亡災害については、墜落・転落などによる災害が依然と
して後を絶たない状況になっています。 
　また、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築く
ためには、令和５年３月に策定された第１４次労働災害防止計画に基づく施策を着実に推進する
ことが必要であり、計画年次４年目となる令和８年度においても、引き続き労使一丸となった取
組が求められます。 
　以上を踏まえ、更なる労働災害の減少を図る観点から、令和８年度の全国安全週間は、以下の
スローガンの下、下記事項にご留意の上、積極的に安全衛生管理に取り組んでいただきますよう
お願いいたします。

令和８年度全国安全週間実施要綱（抄）

１ 実施者が準備期間中及び全国安全週間に実施する事項 
　安全文化を醸成するため、各事業場では、全国安全週間及び準備期間を利用し、次の事項を実
　施する。
　⑴ 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意思の統一及び安全意
　　 識の高揚
　⑵ 安全パトロールによる職場の総点検の実施
　⑶ 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等の他、ホームページ等
　　 を通じた自社の安全活動等の社会への発信
　⑷ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族への協力の
　　 呼びかけ
　⑸ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施
　⑹ 「安全の日」の設定の他、準備期間及び全国安全週間にふさわしい行事の実施
２ 実施者が継続的に実施する事項
　全国安全週間における取組をより効果的にするためにも、事業者は、準備期間及び全国安全週
　間以外についても、以下の事項を継続的に実施する。
　⑴ 安全衛生活動の推進
　　 ①  安全衛生管理体制の確立
　 　②  安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
　 　③  自主的な安全衛生活動の促進
　 　④  リスクアセスメントの実施
　 　⑤  その他の取組
　⑵ 業種の特性に応じた労働災害防止対策
　 　①  小売業、社会福祉施設、飲食店等の第三次産業における労働災害防止対策
　 　②  陸上貨物運送事業における労働災害防止対策
　 　③  建設業における労働災害防止対策
　 　④  製造業における労働災害防止対策
　 　⑤  林業の労働災害防止対策
　⑶ 業種横断的な労働災害防止対策
　 　①  労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策
　 　②  高年齢者に対する労働災害防止対策 
　 　③  外国人労働者に対する労働災害防止対策
　 　④  派遣労働者に対する労働災害防止対策
　 　⑤  特定自主検査の適正な実施
　 　⑥  交通労働災害防止対策
　 　⑦  熱中症予防対策
　 　⑧  個人事業者等を含めた災害防止対策
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令和８年度　定時総会・懇親会のご案内
令和 8年度定時総会を下記により開催いたします。
開催通知と、ご出欠 ( 委任状 ) の返信用ハガキを同封いたしましたので、5月 29 日
( 金 ) までにご回報いただきますようお願い申し上げます。
【注】議案書につきましては、当協会ホームページの会員専用ページ（会員ログイン）
でご確認ください。なおパスワードは同封した「令和８年度定時総会開催のご案内」
に記載しております。
　　開催日時　令和８年６月１７日（水）午後４時００分～
　　会　　場　ホテルカデンツァ東京
　　議　　題　令和７年度財務諸表及び監査報告承認の件　　
　　報　　告　令和７年度事業報告　令和８年度事業計画　その他
　　懇 親 会 　午後５時００分～

　当協会主催講習会等についての内容、お申し込みは同封のご案内か当協会ホームページをご覧ください。
他地区協会との共催講習会の内容、お申し込みは当協会ホームページをご覧ください。
　なお、講習会等については中止となることもありますので、ホームページをご覧になるか、事務局までお尋
ねください。

3月

予定

16·17日

1月

＜池袋協会主催講習会等＞

5月

26日

19·20日

27日

4月

9日

6月

5日

23·24日

23日

3·4日

17日

25日

7月

22日

17日

9月

7日

15·16日

2月

25·26日

2日

10月

29·30日

6日

11月

27日

12月8月

2026年（令和８年）4月～2027年(令和９年）３月講習会等実施計画（予定）

協会ホームページ　http://www.ikerokyo.or.jp/
講習会等申込書、入会申込書をダウンロードできます。　講習会等のご案内については、随時更新いたします。


